
  

 

議  事  日  程 

平成２６年第２回浜中町議会定例会  

平成２６年６月１２日午前１０時開議 

日   程 議 案 番 号 議          件 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第２４号 浜中町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定について 

日程第 ３ 議案第２５号 北海道市町村総合事務組合規約の変更に関する協議に

ついて 

日程第 ４ 議案第２６号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更に

関する協議について 

日程第 ５ 議案第２７号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

日程第 ６ 議案第２８号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

日程第 ７ 議案第２９号 平成２６年度浜中町一般会計補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議案第３０号 平成２６年度浜中町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号） 

日程第 ９ 議案第３１号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第１０ 議案第３２号 釧路町村公平委員会委員の選任同意について 

日程第１１ 議案第３３号 釧路町村公平委員会委員の選任同意について 

日程第１２ 議案第３４号 釧路町村公平委員会委員の選任同意について 

日程第１３  浜中町農業委員会委員の推薦について 

日程第１４ 発議案第３号 「要支援者に対する介護予防給付の継続」と「利用者負

担増の中止」を求める意見書の提出について 

日程第１５ 発議案第４号 炭鉱技術海外移転事業の推進に関する意見書の提出に

ついて 



  

 

日程第１６ 発議案第５号 規制改革会議意見書の取扱いに関する意見書の提出に

ついて 

日程第１７ 発議案第６号 集団的自衛権に関する憲法解釈の変更に反対する意見

書の提出について 

日程第１８  議員の派遣について 
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開会 午前１０時００分 

◎開会宣告 

 

○議長（波岡玄智君） 前日に引き続き会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１ 会議録署名議員は、前日同様であります。 

 

◎日程第２ 議案第２４号浜中町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第２ 議案第２４号の審議を続行します。 

これから質疑を行います。 

１０番加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） 昨日、議案の説明がありましたけれども、若干質問したいと

思います。それで議案関係資料の議案第２４号の国保税の条例の資料のところで質問さ

せていただきます。全体的に説明されたものが資料としての説明文では、１３ページが

適当かと思って、そこで質問したいと思います。医療給付費分については、昨年同様限

度額が５１万円、それから後期高齢者支援金分が、昨年より２万円上がりまして１６万

円、介護納付金分がこれも昨年より２万円上がりまして、限度額が１４万円という事で、

限度額の総額が８１万円になるという説明でした。医療給付費分については、金額同様

ですが、後期高齢者と介護分で２万円ずつ上がって４万円上がることになる訳です。 

それと次のページの所で、一般の方々の給付費の他に軽減措置というのもありまして、

７割軽減、５割軽減、２割軽減という事で、軽減措置がなされております。それで軽減

措置のところで一般の方々の人数もそうですけども、被保険者の人数が、一般の方も減

っていますし、それから軽減措置の方も減っているのですが、まず１点目の質問は、こ



  

 

の軽減措置あるいは一般の方々の給付費の人数の減というのは、今までと同様の減り方

で減ってきているものなのか。特に今年は、こういう面で減になるというような要素を

加味した減なのかどうかということを説明して欲しいと思います。 

２点目の質問ですが、限度額４万円上がりまして、７７万円から８１万円になりまし

た。それから限度額を超えた方も２０３世帯ですか、昨年よりも相当に多い数で上がり

ました。全体的に４万円は上がったのですが、軽減措置になった７割、５割、２割の方々

の全体の平均した給付費というのは、どのくらい７割の方で今年の場合は幾ら上がって、

あるいは下がって５割の方は、２割の方はという事で説明願いたいと思います。 

それから限度額と軽減措置のない中間層ですね。中間層は昨年と比べて保険料はどの

辺りから上がって、どの辺りから下がって来るか。その辺の説明をお願いしたいと思い

ます。以上。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） ただいまの１０番議員の質問についてお答えします。 

まず１点目の１３ページ、限度額の関係と軽減数の関係ですけれども、介護納付金分

と後期高齢者支援金分については、この度、各２万円ずつ引き上げられております。 

この介護納付金と後期高齢者の分につきましては、それぞれ介護については、２号被

保険者として、４０歳から６４歳の方の分を納付金として納めている分に対しての保険

税を賦課している分です。 

後期高齢者については、７４歳までの全被保険者の方が現役世代の負担として、後期

高齢者医療に対しての支援金として賦課している分でございます。この度の各２万円の

引き上げについては、それぞれの納付金、国保へその支援金分相当額が２万円引き上げ

た分は国の算定によりまして、地方税法の絡みで概ね、限度額超過世帯が３％分につい

て、２万円の差があるという場合に３％、実際の給付費とも差があるということで、こ

の２万円を引き上げるべきだという事で国の方で決定しております。 

これにおきまして、限度額超過分を引上げになりまして、この分を中間所得者層の被

保険者の負担軽減という形で充てております。それと軽減分の関係ですけれども、７割、

５割、２割の軽減の分ですけれども、この分につきましては、医療給付分ですけれども

１３ページの⑥ですね。低所得者軽減世帯数、本年につきましては、医療給付分、後期

高齢者支援金５２３世帯となっております。前年度平成２５年度が４７８世帯ですので

４５世帯増えています。ということは、これだけ軽減世帯が増えたという形に、この度



  

 

はなっております。介護納付金分につきましても、２８１世帯と前年対比で２６世帯増

えています。これの主な要因につきましては、昨日お話した低所得者への負担の軽減措

置の拡充ということで、５割分と２割分の軽減措置が限度額、基準額が町で引き上げら

れております。この分につきまして、世帯数が増えたものと考えられます。 

それと２点目の限度額分と軽減分の平均給付額にかかわる分ですけれども、この分に

ついては、あくまでも給付費は、全体で計算されますので７割、５割、２割分がどのく

らい給付費が増えたかなど、そういう分の算出にはなっておりません。あくまでも全体

の中で税額を決めて、７割、５割、２割については、その所得の状況ですね。７割軽減

については、総所得が３３万円以下、５割軽減については、その３３万円に被保険者に

一人当たり２４万５，０００円を掛けたものを下回るものについて該当し、２割負担に

つきましては、３３万円に４５×被保険者数を足したものが限度額となっております。

そのような基準で算定しております。中間層の分ですけれども、限度額の方でもお話を

しましたけれども、この中間層の分は今回７割、５割、２割負担の拡充となっておりま

す。具体的に言いますと、１３ページに戻りますけれども、世帯数が単準に言いますと

７２６世帯、給付費でいうとなっています。 

中間層につきましては軽減世帯も該当しなく、限度額に該当しない世帯については５

４２世帯になります。この世帯について限度額を上げた４万円については、この世帯に

対して税額が安くなるという形になります。それと低所得者については、先ほどの話で

すけれども、この分については、国からの交付金などがありますので、その分で増える

という要因はないです。中間所得者については、あくまでも限度額の分が、こちらの方

に軽減されたという形になっております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） まだ理解できないんですけれども、個々の人たちの２６年度

の給付額というのが決まっていないから、平均は幾らだと言われても、これは出ないん

ですという解釈かと思います。 

それで、最高が８１万円限度額ということで、それから後期高齢者、介護で２万円ず

つ上がってというところで、単純にどこの階層が今回の値上げと共に上がっていったの

か。どの階層が下がることになるのかというのが、ちょっと明確な形で解らないものな

のかどうか、ということを知りたいのと、もうひとつは国民健康保険税、世帯で最も低

い人で年間いくらの支払いになるか、その数字は出ますか。以上です。 



  

 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） まず、後段の方の話になりますけれども、基本的に７割軽

減というのが一番多い形になりますので、被保険者の均等割、一人世帯という過程でい

きますと２万９，０００円、１万円、１万１，０００円というのがありますので、これ

の分と世帯別平等割３万７，０００円、９，０００円というのがあります。 

これで普通に考えると、一世帯１人だと１０万５，０００円です。１０万５，０００

円ですけれども、７割軽減ですので７割安くなりますので３万１，５００円、これが１

番最低の数字になります。 

先ほど、各々の所得などに基づいて、あと所得によって軽減が５割とか２割、更に所

得のある人については、所得割が医療給付分で言いますと８．５％というのがかけられ

て、最終的に賦課されるという形になります。最終的にどこの層が値上げになっている

かということですけれども、限度額いっている世帯については、その額、極端に言えば

４万円上がって終わりですけれども、平均で見ていただければ医療費分で一世帯当たり

１万７，１０５円、後期高齢者分で４，１３２円、介護納付金分で４，０９９円それぞ

れ上がっています。この分については、基本的に４万円上がっている人もそうですけれ

ども、低所得者も軽減は拡充されていますけれども上がって負担されます。 

ただ、先ほど中間層で５０７世帯といいましたけれども、その層が一番負担が、この

金額に近い額が行く形になります。これは全体の調定額でいう平均を、お話ししたいと

思いますけれども、医療給付分と後期高齢者、介護納付金分、全体の調定額を世帯数１，

２６８で割った数字３２万７，０３２円に平成２６年度なります。 

平成２５年度は幾らかと言いますと３０万３，１１７円です。金額にして２万３，９

１５円平均で上がる形になります。７．９％増という形になります。平均で言いますと、

この額ですので大体平均の所得の方でいうと、これくらいの額が負担増という形になる

と思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） 聞きたいと思ったことが答えられました。ちょっと特殊な場

合で質問したいのですけれども、生活保護世帯の場合は、国民健康保険税はどんなふう

に徴収されて、医療費は病院に対して振興局の方から支払われるようになっていると思

うのですが、この保険料の支払いについては、どういう手続きで入ってくるようになっ

ているのでしょうか。 



  

 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） 今の生活保護者の医療費の支払いの関係ですけれども、生

活保護者の保険料の負担につきましてはありません。国民健康保険はあくまでも国民健

康保険の加入者の方の医療費に対して、それに対しての保険税という形で納めてもらっ

ています。生活保護者の方は、国の方の公費で税金という形で社会保障の給付費の中で

見ているという形になります。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

８番竹内議員。 

○８番（竹内健児君） ひとつは医療費が年々増額の傾向にあるのかどうかということ

であります。医療というのは日進月歩で、どんどん高度な医療を使うと費用高くなって

くるという傾向にあると思いますが、これは当然、それがちゃんと補償されなければな

らないと思うのですけれども、そういう点と給付費の動きと連動していると思うのです。

それと同時に国が補助するという点では、どういう動きになっているのか、この３つの

点について、まずお聞きしたいと思います。どういう傾向にあるかということです。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） 近年の医療費の増加の状況ですけれども、給付費について

は、古い資料になりますけれども、平成２４年度、２０年を比べた数字になりますけれ

ども、この間で言いますと２４年度は２７万３，１１３円、そして２０年度については、

２３万４，１０３円という形になります。３万９，０１０円の増加ということで１６．

７％増という形になっています。 

逆に、一人当たりの保険税の部分ですけれども、２４年度につきましては１１万５，

７６３円、平成２０年度については１２万２，２０５円ということで、逆に６，２６２

円減少という形になっています。 

浜中町においては、率で言いますと５．１％、２４年度までについては、落としてい

るという形になっておりますけれども状況を言いますと、２５、２６の部分については、

１人当たりの医療費については、若干増加傾向ということで、予算の給付費の中では、

２５年度の給付ベースからは、２％程度引き上げた形で当初予算の歳出の方で計上させ

ていただいております。それと国の補助ですけれども最近で言いますと、平成２５年に

国と道の補助でいうと、全体の補助率は変わっていないのですけれども、医療給付費の

分でいうと、それまで３４％だったのが２４年度から３２％に２％落ちております。 



  

 

ただ、この２％の部分は都道府県の調整交付金の方へ２％積み増しになっていますの

で、従前、道の方は７％だったのですけれども、９％という形で２４年度から変更にな

っております。補助率については、国・道と合わせる分では変わっていないというふう

に承知しております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番（竹内健児君） 浜中の場合は、全体的には増加傾向にあるんだけれども１人１

人で見れば２４年と２０年を比べて下がっていると。ということは、その要因というの

は、健康だということなのかどうなのか。その要因は何なのかということで、まずお答

え願います。 

それから今回、法定外繰入をされましたね。何年か前にもこのような減少がありまし

たよね。それから何年経っているかということですが、１億３，０００万円位の補正を

組まなければならないということは、他の会計から比べれば、異常な状態ではないかと

私は前から言っているのですが、これは今度の補正の要因というのは、法定外繰入をし

なければならないということで、理由として挙げられたのは一人当たり４万円くらいの

負担が掛かると、だからそれを軽くするためだというようなお話があったかと思うので

すが、何れにしましても、今、国からの交付金というのはかなり減ってきている中で、

その減少分を保険者である行政が、負担をせざるを得ない状況であるということなので、

それを手当てしない限り被保険者に、その分が全部被さっていくと言うことになると、

こういう方向で経理して行きますと、必ず見越したものを前取りして組まなければなら

ないという事だと。 

今回は、当初予算から１億３，０００万円減らしていくと、さらに法定繰入れをする

という事で均衡を図るということで思うのですが、こういう減少は何年かに１回来るよ

うな感じがするのですが、これは浜中の場合はどういうふうになるのかということと、

今までは絶対に独立採算を取っていくんだということでしたが、今回はそれを変えなけ

ればいけないという事ですが、あの時は私の答弁に対して理屈が通らないと、この方法

が独立採算を取る事が１番良い方法だというお答えです。私は全国の国保をやっている

行政が一番困っているのは、このことだと、やっぱり赤字は出ると、それを穴埋めしな

ければならないので、取りあえず一般財源から持ち込む法定外繰入をしなければならな

いという事で、払えない国保税にしないために、やむを得ない処置をとっているという

事だと思ってきたんですが、浜中町も例外ではないんじゃないかと思うのですが、その



  

 

点についてお答え願います。今までの方向を変えるのか、これからも堅持するのか、そ

の点ではどういうことを考えているのか。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） １点目の浜中町は健康であるのかという部分と医療費の動

向ですけれども、総体的に言いますと、浜中町の医療給付費１人当たりの部分ですけれ

ども、全道でも下位があります。総体的に医療費は掛かっていない健康な町だというこ

とで、色々な所以はあるとは思いますけれども、そのように認識しております。 

２点目の法定外繰入の部分ですけれども、最後に処置したのは平成１６年度３月に赤

字補てんという形でなりそうだということで、１，５００万円入れています。この度の

税負担ですね。基本的に法定外繰入の分については、従前の答弁の中で国保会計につい

ては独立採算制が基本であると。基本的にいうと相互扶助の中でやる制度ですので、特

別会計として目的を持って被保険者の方に医療給付をして健康で、それに向かって仕事

をしていただくというようなことが主たる目的かと思っております。単純に医療費の分

を年間推計して、それに見合った補助金が来ますので、それを差し引いた残りを被保険

者の町民の方に負担していただくという形になっています。 

これは制度の基本でありますし、また議員ご指摘のとおり国保の財政が抱える問題と

いうことで、全国的に赤字になっている、この要因については、やっぱり低所得者が多

い、あと医療費がかかっている町村が多いなどの部分で、税負担を最終的には求めるの

ですけれども、赤字になる場合は一般会計なり許される範囲で、それぞれの町村で政策

的に判断して、法定外繰入という形で赤字補てんや保険税の圧縮、先ほどお話ありまし

たけれども、税負担が著しく高くなるとやはり納めてもらう方も厳しいということで、

福祉的な目的の部分でやっている市町村もあります。 

ただ、あくまでも国の制度の中でやっていることですので、基本的に独立採算制とい

うのは従前の答弁の中ではあります。違法ではありませんけれども、制度の在り方とし

ては独立採算制で、この分はあくまでも被保険者の方に求めていくということでありま

す。やはり１６年度以降、特にその様な状況になったのは、町財政も中々厳しいという

状況もあったと思いますし、当然、浜中町５割程度の人が被保険者ということで入って

いますけれども、残りの半分近い方も税負担税の中から繰入金等をもらうという形にな

りますので、それに対しての町民理解という分もあると思います。その経費があれば他

のものができるとか、そういう色々な分もありますので、税の公平性も考えながら、あ



  

 

る財源を有効に使うということで、平成１６年以降は一般会計からの法定外繰入につい

ては行っておりません。 

それと今後の基本的なスタンスですけれども、今お話したとおり、独立採算制は基本

的には維持しなければならないと担当者では思っています。補正の関係のところにも繰

入金などの分が出てきますけれども、やはり基本的には赤字にする訳にはいかないとい

うふうに考えております。繰り上げ充用なりをしても結局、最終的には税負担を町民に

求めるという形になりますので、あくまでも今回の税額については、先ほど話ましたけ

れどもアップ率ですね。７．９％で一世帯当たり２万３，９１５円上がるという形にな

ります。この額を繰り入れしてこの額です。７．９％上げなければならない負担してい

ただかなければならない状況です。 

仮に、この繰入等をもらわなければいくらになるかというお話をさせていただきます

けれども、仮に頂かなければ一世帯当たり３５万２，２８５円です。一世帯あたり４万

９，１６８円アップです。単純平均ですけれども１６．２％負担増という形になります。

先ほどお話しましたけれども、これは限度額いっている方は上がってしまっているので

関係ありませんので、主に中間層ですね。所得階層でいうと基幹産業である一次産業、

漁業関係なりそういった層が多いのかと。それで家族が若干多い人等が負担が少し多い

のかと思っております。そのようなことを総合的に判断して、今回税条例の改正につい

ては、このアップ率で提案させていただいております。よろしくお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番（竹内健児君） 今説明等をお聞きして、どうしても疑問に残ることは、例えば

独立採算をとるというか収益といいますか、その会計が黒字になったと、黒字分は積み

超すと、赤字になった場合は補填すると、あるいは積み超した分を充てると、それでも

足りなければ、法定外繰入れをするという形であれば、当初予算を大幅に補正しないで

進めるのではないかと思うのですが、そういうやり方をやっている市町村もあると思う

んです。 

そこでは黒字になった部分を積立てていて、財源に充てるという方向でやりますと、

当初予算はやっぱりシビアに見積もっていく訳ですね。そういう形になると思います。 

ところが今、本町がやっている独立採算というのは、同じような感じはしますけれど

も、まず当初予算を多く組んでおいていくと。それで補正予算の時に多く減らすという

ようなやり方が目に見えるんです。こういうやり方というのは、やはりシビアな予算を



  

 

組むことにならないのではないかと、他の会計でそういうことがやられてはいないです

よね。やっぱり黒字は繰越すそういうやり方をされている。この部分だけそうはされて

いないという理由は一体何なのか、ということの疑問がずっと残っている部分です。 

そのことについて、お答え出来ればお答えしていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） 今の質問については、当初予算の組み方、予算の在り方と

いうことだと思いますけれども、まずは予算のお話ししましたけども、医療費のやはり

見かただと思うんです一番は。医療費の見かた、例年厚生労働省の示す算式というのが

ありまして、過去３年なりの医療費の動向、あと被保険者、浜中町は今回のを見てお解

りのとおり減ってきているんですね。医療費は１人当たりどれぐらい掛かるかという分

でまず算定式に当てはめて医療費を推定します。 

そのほか高額な医療費ですね。入院が多くなったとか、そういった事もありますので、

その動向を過去５年くらいのスパンを見ながら、予算に耐えられる最後まで基本的には

その額で行けるという医療費額をまず固めて、あとは諸々の後期高齢者支援金、介護納

付金、共同事業電算拠出金というは、算定方式が決まっています。それで当初予算で組

みます。ただ、この分については、４月に前々年度の精算などで数字が大幅に減額、逆

に医療費、浜中町で抱える後期高齢者の方、７５歳以上の医療費が前々年度の拠出金に

相当した分より多くなる、少なかった場合は逆に追加で納付を求められるということも

ありますし、医療費が少なくすめば、拠出金が２年後調整されて少なくなるということ

もありますので、介護納付金も同じ仕組みになっていますけれども、そういった分での

変動が毎年かなり大きいです。 

主なところでは、歳出の部分この３つですね。歳入は当然その分に合わせて補助金、

先ほど療養給付費３２％になったというお話しましたけれども、その分や道調整交付金

等を含めてルール分で見れる分については取りあえず見ると、特別調整交付金などにつ

きましては、実際その年の医療費の動向で著しく増加になったとか、あと所得が高い町

村については、交付されにくいという制度に調整交付金はなっております。 

これは保険者間の財政調整機能ですので、あくまでも所得が低くて医療費が高いとい

うところには多く交付されるのですけれども、浜中の場合は国の基準から言うと所得階

層でいうと所得高いです。国の基準から言うと、高くて医療費は安いので一般的に交付

額が普通７％といっていますけれども７％出ないというケースもあります。７％出てな



  

 

い分は結局税の方に求めるという形になっておりますので、この歳入の部分では、そう

いう組み方で最終的に残りを税に求めています。途中で税の方に、新たな財源として求

めることは当然出来ませんので、税については収納率も暦年管内ではトップで頑張って

いただいていますし、税負担を被保険者の方々にお願いしているという状況にあります。 

逆にいうと、２５年度の状況を決算見込みですけれども、資料の１８ページになりま

すけれども、この分で繰越金が２，９００万円になったというのを見ていただければお

解りのとおり、実際、医療費推計が当初予算と医療費給付費の分も殆どいい感じで見え

て、要は歳出ベースの１，１００万円くらいしか残が残っていません。そういったとこ

ろが、やはり繰越金が減ったということで、２５年度については逆に９，８００万円の

繰越金がありましたけれども、その分を被保険者の皆様に減税という形でお戻し出来た

のかと。毎年こういうような財政運営をしていますので、前年度の所得の状況を踏まえ

て予算組みをしております。 

町村によって、当初予算で３月に税額を決めてというところも確かにあります。本町

がもしこの方法をやりますと１億３，６９７万円減額していますので、この分を現年度

分に賦課しなければならなくなりますので、最終的にはあまり最初から保険税を賦課し

すぎるということで、税負担を求めるという感じになりますので、それは浜中町のやり

方ではなくて、あくまでも所得が確定して前年分の繰越金を見ながら税率をなるべく押

さえるという事で、毎年担当者は頭を痛めているところです。 

以上で答弁を終わります。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

７番川村議員。 

○７番（川村義春君） １点のみ確認をさせていただきたいと思います。ただ今８番議

員から法定外繰入のお話がありましたけれども、従来、国保会計というのは、独立採算

制でやってきているということですよね。それで今回の法定外繰入については３，５０

０万円、後ほどの補正予算で出てきますけれども、これについては、あくまでも激変緩

和という形で今回やられるということで理解して良いですか。まずその１点だけ確認し

ます。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） ただいまの７番議員の法定外繰入の関係ですけれども、後

ほど補正予算でもお話させていただきますけれども、あくまでも法定外繰入については、



  

 

今回先程パーセンテージで言いましたけれども、本来ですと４万９，１６８円平均で上

げなければならない、負担していただけなければならないと。それを２万３，９１５円

の増に押さえた形になっています。 

最終的には、この４万９，１６８円の分まで、額でいうと３５万２，２８５円一世帯

あたり頂かなければならないと基本的に思っています。この額はやはり税負担としは一

世帯にすると大きいということの政策的判断ということで、今年度については思ってい

ます。今現在で３，５００万円ですけれども、例えば医療費が、そのとおりに行くと３，

５００万円ですけれども、医療費がもし低く予定より１，０００万円くらい余ったとな

ると、３，５００万円単純にいうといりませんので、２，５００万円で済むということ

もあるかもしれません。 

逆に医療費が伸びた場合は、予備費が８００万円くらいしかないものですから、あく

までも激変緩和、２６年度の算定については、税率改正に当たっては激変緩和の措置と

いうことです。よろしくご理解お願いします。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○７番（川村義春君） そういう基本認識でいて欲しいと思います。 

今年度も今回の税率改正を行って、年度末になった時点で医療費の動向が減ったり増

えたりする、そして繰越財源が出てくるという事によっては来年度、同じように一般会

計からの繰入をするということになるのかどうかというのは不透明ですよね。解りませ

んから、今年度の経過を見て決算状況を踏まえて、また医療費の状況を見て、そういう

中で６月の所得の確定を見て判断をすると、そういう姿勢を貫いて欲しいと思うのです

が、改めて確認します。よろしくお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） 今の部分ですけれども、まず今年度については、後ほど補

正の方で提案させていただきます３，５００万円の予算措置という形になります。最終

的には今年度、激変緩和措置という形で繰越金、従来の手法の税率改正の方法等は変え

ないということで、６月に所得の確定、医療費の動向、それと繰越金の状況、これで税

率が決まっていくと。 

先ほど今年の分でていましたけれども、加入者の負担感ですね。ここがやっぱり私ど

もの一番の悩みです。本来で言えば３月の補正時まで繰越金を赤字になるかもしれない

けれども、そこまで持っていくという方法もあったかも知れません。しかし町の姿勢と



  

 

してやはり、これだけ今回入れるんだから、町民の方も将来的にこの負担が出ますよと

いうことをお話する機会として、今回提案させていただいております。何れ毎年毎年の

決算状況で判断させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２４号を採決します。 

諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２４号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第３ 議案第２５号北海道市町村総合事務組合規約の変更に関する協議につ

いて 

◎日程第４ 議案第２６号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更に関

する協議について 

 

○議長（波岡玄智君）日程第３ 議案第２５号及び日程第４議案第２６号を一括議題と

します。本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２５号北海道市町村総合事務組合規約の変更に関する協議

について並びに議案第２６号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更に関

する協議については、関連がございますので一括して提案の理由をご説明申し上げます。 

北海道市町村総合事務組合並びに北海道町村議会議員公務災害補償等組合は、道内の

市町村及び一部事務組合を構成団体とする一部事務組合でありますが、この度、上川中

部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合の解散脱退、道央廃棄物処理組合が加入するこ



  

 

と。 

また、上川中部消防組合の解散により、鷹栖町と上川町の消防団の単独組織が設立さ

れることに伴う加入と、赤平市が新たに滝川地区広域消防事務組合の構成団体に加入す

ることに伴う脱退のため、構成団体の変更をする必要が生じたものであります。 

地方自治法第２８６条第１項及び第２９０条では、これを組織する地方公共団体の数

を増減する場合には、関係地方公共団体の協議によりこれを定めるとされており、関係

地方公共団体の議会の議決を経なければならないとされていることから、議会の議決を

いただきたくご提案した次第であります。 

よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから、議案第２５号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２６号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２５号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２６号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２５号の採決をします。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２５号は、原案のとおり可決されました。 

これから、議案第２６号の採決をします。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 



  

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２６号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第５ 議案第２７号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

◎日程第６ 議案第２８号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第５ 議案第２７号及び日程第６ 議案第２８号を一括議

題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２７号及び議案第２８号辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の変更については、関連がございますので一括して提案の理由をご説明申し上げま

す。 

辺地総合整備計画につきましては、辺地に係る公共的施設整備計画を策定し、実施し

なければならないことになっております。 

今回は、議案第２７号の熊牛地区辺地及び議案第２８号の茶内地区辺地の整備計画の

変更について総務大臣に提出するにあたり、辺地に係る公共的施設の総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定に基づき、議会の議決を要するこ

ととなっております。 

辺地整備計画の変更の概要を申し上げますと、熊牛地区辺地につきましては、今回、

浜中姉別地区一般農道整備事業を加えるものであります。 

また、茶内地区辺地につきましては、これまで整備計画にあった除雪トラック整備事

業と茶内第三地区一般農道整備事業について、今回、除雪トラック整備事業を除雪ドー

ザ整備事業に変更し、茶内第三地区一般農道整備事業の事業費の変更を行うものであり

ます。 

熊牛地区辺地計画及び茶内地区辺地計画の整備期間は、いずれも平成２４年度から平

成２８年度までの５ヵ年となっております。 

なお、平成２６年５月１６日付け地支第２３７号をもって、北海道知事との変更協議

も整っておりますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます 

○議長（波岡玄智君） これから、議案第２７号の質疑を行います。 



  

 

１０番加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） １０ページから次の１２ページの件について質問します。 

２４年度から２８年度まで５年間とあって、文書で読みますと５月１６日変更協議も

整ったという説明がありましたが、公共的施設の整備計画については、何年を解決の目

途に計画を立てているか。 

それから、表の中のカッコ内の数字が出ているんですけれども、この意味が解らない

ので説明をお願いしたいと思います。以上。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） この度の辺地計画の変更でございますけれども、まず

一点目の計画期間でございますけれども、各辺地の計画期間については５年ということ

で定められております。 

それと２点目のカッコの数値でございますけれども、カッコが変更後の数値というこ

とでご理解いただきたいと思います。ですから１２ページの中間の除雪機械でカッコ２，

７３０万３，０００円というのが変更後ということでございますので、ご理解いただき

たいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） 今、期日はいつまでと聞いたところ、２４年から２８年まで

の５ヵ年でということですが、これら具体的に、かんがい排水とか除雪とか道道とかと

いうのは今の時点で、これは２７年度、これは２８年度予定してますとか、そういう答

えは出来ないのですか。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） 詳細の年度につきましては、計画の一覧表があるので

すけども、今手元に持ってきてございませんでしたので、後でお示ししたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

８番竹内議員。 

○８番（竹内健児君） 財源の内訳のところですが、一般財源のうち辺地対策事業債と

いうことでありますけれども、これはどのくらいの交付金といいますか、交付措置はで

きるのですか。というのは実際上は７０％の３割が地元負担という計算になると思うの

ですけれども、かんがい排水事業の関係で言えば、下流の河川だとか孤島だとかの水質

汚泥の流出を除くというのは、そこの市町村の範囲でやるということなんでしょうか。



  

 

開発局なんなりが対応してくれるということなのか、あるいは民間業者がやるのかとい

う点ではどういう形でやっていくのか。 

それから、今までやられて完了した訳ですから、それを浚渫なんなりのやってきた経

歴がどのくらいあるのか。その点についても伺いたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） まず１点目の辺地債の交付税算入の関係でございます

けども、辺地債は８割、過疎債が７割でご理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（藤山巧君） 整備計画の熊牛地区のかんがい排水の事業関係のところの、

排水あるいは河川の水質汚濁の除去の関係は、国の方でやるべき内容ではないかという

ご質問かと思いますが、各それぞれの平成２３年に完了した、かん排事業での施設ある

いは河川排水路、そういったものは全て国の方から町の方へ施設に移管されております。 

その後の事業効果も含めた水質汚濁等の調査、そういったものも当然町の方で、その

後、色々とデータを把握するために行うということで、事業完了後に農地水協議会とい

うのが設立されまして、そちらの方で今水質の関係ですとか、そういったものを調査し

ながらデータを取っているという状況であります。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番（竹内健児君） そうしますと何処かに委託してそういう仕事をしてもらう、そ

の委託費といいますか、掛かった費用を町から支出すると、その財源は辺地債をあてな

がら対応するという意見合いですか。そういうことでよろしいのですか。そこを聞いて

いるんです。色んな仕事がある訳ですよね。河川の汚泥を除去するとか、そういう計画

を組んでいるんですよね。その為に必要な財源をここで出しているんですか。計画だけ

ですか。説明してください。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（藤山巧君） 今回のこの整備計画書に載っている金額、事業費あるいは一

般財源、それから辺地の予定額これは平成２３年までに完了した、かん排事業に要した

町の負担分、これについての額がここに記載されているということであります。 

先ほど申し上げましたが、その後の水質汚濁の防止そういった部分の所には、先ほど

申し上げました農地水協議会という所に国、道、町の方でそれぞれ負担しながら、そち

らの方で交付金を使って調査をするというような仕組みになっておりますので、今回の



  

 

整備計画書の中には、その分は含まれていません。まるっきり別のものということでご

理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

（なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） これから、議案第２８号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２７号の討論を行います。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２８号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２７号の採決をします。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２７号は、原案のとおり可決されました。 

これから、議案第２８号の採決をします。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２８号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第７ 議案第２９号平成２６年度浜中町一般会計補正予算（第１号） 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第７ 議案第２９号を議題とします。 



  

 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２９号平成２６年度浜中町一般会計補正予算第１号につい

て提案の理由をご説明申し上げます。 

この度の補正は、国民健康保健特別会計繰出金のほか海岸整備事業に要する経費や町

有建設車両に要する経費、中学校管理運営に要する経費など、今後必要とされる経費に

ついて補正をお願いしようとするものであります。 

補正の内容といたしましては、歳出では、２款総務費、地域振興に要する経費で一般

コミュニティ事業助成金２４０万円の増などで２６１万８，０００円を補正、３款民生

費では、放課後児童クラブに要する経費で臨時雇上賃金２０６万２，０００円の追加と

その他児童福祉に要する経費で道自治体システム協議会負担金２０５万７，０００円の

増など全体で４２２万４，０００円の補正、４款衛生費では、国民健康保険特別会計繰

出金３，７９１万８，０００円を追加するほか、環境政策に要する経費で住宅用太陽光

発電システム設置事業補助７４万７，０００円の追加など、全体で３，８９９万５，０

００円を補正、５款農林水産業費では林道に要する経費で道補助を受けて実施する林業

専用道調査設計委託料４８６万円の増、有害鳥獣被害対策に要する経費で鳥獣被害防止

対策協議会負担金５０万円の増及び海岸整備事業に要する経費で、霧多布港海岸陸閘改

良工事２，８８４万１，０００円を追加するなど、４，３０９万７，０００円を補正、 

６款商工費では、消費生活に要する経費で１１万１，０００円を補正、７款土木費では、

町有建設車両に係る経費で、財源の関係から補正予定としておりました除雪車輛購入に

ついて、補助の内示があったことから２，６２１万円を増額するなど２，６７５万６，

０００円を補正、８款消防費では、災害対策に要する経費で丸山散布自治会自主防災組

織に対する補助で一般コミュニティ事業助成金１７０万円を増額するなど、１７８万４，

０００円を補正、９款教育費では、小学校管理運営に要する経費で、霧多布小学校の児

童遊具設置等工事１１１万４，０００円の増額と、中学校管理運営に要する経費で、財

源の関係から補正予定としておりました浜中中学校校舎改修工事について、財源の見通

しがたったことから、校舎等補修工事３，９９６万円を増額するなど、全体で４，２２

２万３，０００円を補正、以上により、今回の補正額は、１億５，９８０万８，０００

円となります。 

一方、歳入につきましては、地方交付税で霧多布港海岸陸閘改良事業に係る特別交付



  

 

税２，１００万円と普通交付税６００万円、国庫支出金で特定防衛施設周辺整備調整交

付金３，５００万円など６，２４５万１，０００円、町債１，５００万円と繰越金３，

９１３万２，０００円などを充てさせていただきました。 

この結果、補正後の歳入歳出予算の総額は、６４億８，９２３万６，０００となりま

す。 

以上、提案の理由をご説明申し上げましたが、詳細につきましては企画財政課長より

説明させますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） （議案第２９号 補足説明あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） これから質疑を行います。 

歳入・歳出一括して行います。ありませんか。 

１０番加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） ２点質問します。歳出の２４ページ民生費のところで、放課

後児童クラブ運営に要する経費で２０６万２，０００円ということで、臨時雇上賃金と

いうことで説明によりますと、障がい児の受入ということでの予算だと。放課後児童ク

ラブというのも大変重宝がられているそういう制度だと思うのですが、浜中町では３ヵ

所、私、最近児童クラブの方に行っていないので説明お願いしたいと思うのですけれど

も、３ヵ所あったと思います。その３ヵ所について児童数、担当の指導員、その指導員

は皆さん臨時の方なのか正職員なのか、指導員の数と児童の数、それから決まりでは小

学校１年生から４年生まで面倒みるということですが、その際、保護者が働いていて子

どもの面倒が見れないということで、特にお母さんが働いていてということだったと思

うのですが、この入所の条件と言いますか、そういう条件はあるけれども４年生以上の

子でも、何とか面倒見てもらえないかという要望もあったように思うのですけれども、

その場合に何人か条件を満たす中で、枠を広げてということがあるのかどうなのか。 

それから障がい児受入という理由で１名の見合い分ということで、予算化されていま

すけれども、私の記憶では以前にも障がい児の受入１人でなくて、複数の障がい児が居

たような気がするのですけれども、そういうところまで浜中町は範囲を広げて面倒をみ

て指導員も増やすという努力もされているのですけれども、障がい児担当ということで

そんなに指導員の数も多くないと思うので、もしも施設の中で用事があって休む指導員

が居た場合に、どういう形でサポートをしているかという問題です。 



  

 

それと普通の日で何時から何時まで子供の面倒を見ているか、色々含めて聞いてしま

いましたけれども、土日での出勤というのはあるのかどうなのか、その辺の説明をお願

いしたいと思います。 

２点目はコミュニティ活動ということで、西円の施設で椅子などの設備をしたいと

いうことですけれども、これはどういう目的で椅子などとありますから、どういうもの

を購入する予定であるのか。そして何をするのかということも説明していただきたいと

思います。 

それから丸山散布のコミュニティで、トランシーバーほかという説明がありました

けれども、ほかの部分もその何々を用意したのか。それは何処に置いておくものなのか。

以上、その辺の説明をお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（伊藤敦子君） 放課後児童クラブ臨時職員雇上の補正予算についての

ご質問にお答えいたします。 

まず、児童数と指導員数それと指導員の身分についてのご質問に対するお答えをいた

します。まず児童数でございますけれども、現在３ヵ所児童クラブがございまして、霧

多布と茶内と浜中に１ヵ所ずつございます。霧多布の児童クラブにつきましては、現在

児童数が２９名。指導員が今回の臨時職員も含めまして３名、そのうち嘱託職員が２名

で臨時職員が１名でございます。茶内の児童クラブにつきましては、児童数が１０名、

指導員数が１名で嘱託職員となっております。浜中の児童クラブにつきましては、児童

数が２名、指導員数が１名で嘱託職員となっております。 

それで入所の基準ですけれども、４年生までとなっておりますけれども、それ以上の

５年生、６年生についての受け入れはないのかというご質問ですが、今のところ５年生

６年生は受け付けをしておりません。入所の範囲の中には入っておりません。 

ただ現在、来年度からの子ども子育て支援計画というのがございまして、その中でア

ンケートを昨年の予算で実施させていただきましたけれども、その要望によって、子ど

も子育て計画の中で策定委員の方に揉んでいただいて、来年度から受け入れをするかど

うかということを、今後協議して決定していきたいと思っております。 

それと３つ目のご質問でございますけれども、以前にも障がいのあるというか、特別

に支援の必要なお子さんを受け入れしていたのではないかという、ご質問でございます

けれども、霧多布の児童クラブにつきましては、定員が４０名でございまして２０名に



  

 

１名程度の指導員を付けると、町の基準ですけれども設けさせていただいておりました。

手のかかる程度と言いますか、その子の状態によって、その中で指導していけると、前

年度まで１名の特別支援の必要なお子さんを受け入れておりましたけれども、その中で

実施をしていたのですけれども、今回につきましては、親御さんでありますとか、保育

所の状況をお聞きしまして、排泄介助などが必要であるということで、その２名の中で

の指導がちょっと難しいのではないかということで、今回臨時職員の賃金を上げさせて

いただいたところでございます。 

先ほど指導員の人数をお答えしましたけれども、その他に休みのサポートとして臨時

職員１名雇い入れをしております。その中で、休みの時に補充で入ったり、後は手が必

要な時に入っていただいたりということをしております。 

平日の受け入れが何時から何時までかというご質問でございますけれども、平日は下

校時間から午後５時までの受入をしております。最大延長が５時半までです。休業日、

夏休みとか冬休みですけれども、８時半から５時までで、最大５時半までの受け入れを

しております。土曜日も必要な場合には、半日ですけれども受入をしております。日曜

日・祝日は受け入れしておりません。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） 歳出２４ページの一般コミュニティ事業の助成金でご

ざいます。 

この助成金につきましては、西円朱別連合会に対するものでございまして、当地域に

おきましては、平成２４年３月に西円朱別小学校が閉校になりまして、その後、小学校

さらには地域が協力して行事を行うということが年々少なくなりまして、地域住民が交

流する機会も少なくなってきたという事から、地域住民が交流する機会を増やし地域を

盛り上げる為に、各種レクリエーション等を計画しているところでございますけれども、

現有の備品等が地区会館建設当時のもので、相当年数も経過していることなどから、今

回新たに椅子、テレビ、ランニングマシーン、エアロバイク等を整備し地域住民の健康

増進、さらには地域住民の一層の交流を活発化するという目的で、この度コミュニティ

助成があたったということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（小原康夫君） ３０ページの災害対策に要する経費の、一般コミュニ

ティ事業助成金の内容についてご説明いたします。これは丸山散布自治会自主防災組織



  

 

ということで助成金１７０万円となっております。 

この事業は助成事業の中にあります、地域防災組織育成事業の中にあります、一定地

域の住民が当該地区を災害から守る為に、自主的に結成した組織またはその連合体が行

う地域防災活動に必要な設備等ということで、この度１７０万円の予算計上をさせてい

ただきました。それで中身ですが、全部で１８品目ございます。最初に説明いたします、

小型トランシーバーが２台、ハンド型メガホンが２台、移動かまど防災用鍋、大型やか

ん、カセット焜炉、５００リットルのタンク、折り畳みリヤカー、赤外線の暖房機、石

油ストーブ、それらガソリンの携行缶も含めます。それと発電気と灯光機に絡む一式リ

ールやコード、それに屋外用の便槽付きトイレです。今言われましたトランシーバーか

ら灯光機までは、一昨年設置しましたコンテナの中に収納致しまして、トイレの屋外の

便槽式のトイレは避難所の近くに設置するようになっております。 

これは町で今進めています備蓄品と備蓄品の他に自主防災組織として、何が必要かと

いうことを昨年詰めました中身で、今年１７０万円ということで助成を受けるようにな

りました。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） ２回目の質問ですけれども、先ほどの説明で、１回目の質問

については了解いたしました。それでおやつ代といいますか、子ども達のおやつの前に

集めていたかと思うのですが、それは今も実施されていて月々幾らで賄われているか、

それが足りないものなのか間に合っているものなのか、その辺の所ですね。 

それから色々子ども達も元気だから消耗品も沢山でるのではないかと思うのですが、

そういうものというのは、それぞれ３つの施設からこういうものを買って欲しいとか、

揃えて欲しいという要望が出てくると思うのですが、もしそういう要望があれば満足で

きるような対応がなされるような状況になっているかどうか。その辺の説明をお願いし

たいと思います。 

それから、コミュニティの関係ですが、両方のコミュニティもその地域にとって必要

なものが、一つは廃校利用ということでの新しい形での形成といいますか、それからも

う一つは防災関係で設備はしたものの、こういうものもあったら良いんじゃないかとい

うのは、それぞれで話合えば出てくるものだと思います。それで設置する場所はコンテ

ナに入るものはコンテナへ、それからあとのものは何処に格納するのかというのは聞い

てなかったので、その説明をして欲しいことと、それから西円や防災関係のコミュニテ



  

 

ィの補助ですけれども、これはとても良い制度だと思うのですが、これからこの種のコ

ミュニティでの活用、そういう希望も多くなっていくと思うのですが、その点について

の要望や見通しなど説明していただきたいと思います。以上。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（伊藤敦子君） おやつ代を月々いくらいただいているかというご質問

でございますけれども、おやつ代につきましては、折り紙などの材料費を含めまして３，

０００円月々いただいております。間に合っているかということですが、間に合わせて

いるという事になろうかと思います。余り多額のご負担をいただくということよりも、

その中で工夫をして３ヵ所それぞれで色々買っているようです。３ヵ所の消耗品の要求

はどうなっているのかということですけれども、毎年約１０万円、その３ヵ所で１０万

円の消耗品費ということで予算をいただいております。 

その他に修繕料として、それはその時々ですけれども、その場所が壊れたとか今回に

つきましてはトイレの改修が必要でありますので、トイレを直したということで、その

都度、要求をさせていただいておりますけれども、消耗品につきましては約１０万円を

３ヵ所でやりくりしながら、その年その年で要求するものを購入しているという形でご

ざいます。満足しているかどうかというか、その要求にあって３ヵ所でやりくりしなが

ら１０万円を、その年その年で使わせていただいているという状況でございます。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） まず一般コミュニティ助成金の関係でございますけれ

ども、これにつきましては、各地域がコミュニティ活動をする上で、大変貴重な財源と

して活用されているところでございますけれども、これは例年９月くらいには、釧路の

振興局の方から次年度の要望が来ます。これに基づきまして、町が各自治会の方に来年

度以降の要望の聞き取り等を実施しながら、次年度どこの地域にするかということを決

定しておりますが、今現在まだ５ヵ所くらいの自治会からの要望がございますので、こ

れらについて、順次緊急性のあるもので過去に使った実績等を勘案しながら、町内部の

方で協議しながら毎年度１１月くらいには、道の方に要望しているということでござい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） 児童クラブの件で１点だけ、浜中の児童クラブ２名というこ

とですけど、あそこは確か１０名以下で８名とか６名とかとの記憶があるのですが、今



  

 

日は初めて２名と聞いたのですが、希望者が居なかったのか、どうしてここまで児童が

減ったのかということについてどう考えていますか。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（伊藤敦子君） ４～５年くらい前までは１０名程度で経過をしており

ましたけれども、今は大方利用していたお子さんが高学年になったということで、必要

なお子さんが低学年に余り居なくなったという現実がございますが、今年度、姉別方面

から合併によっていらっしゃるお子さん達が居まして、その方たちの要望が今年度は２

月末までの申し込みでしたので、その様子を見てと思っておりましたけれども、要望は

あったのですが、結局は利用に至らなかった、２名程度の要望はあったのですけれども

結局バスに乗れなくなるというか帰りは迎えに来なければいけなくなりますので、バス

の時間に間に合わないとか、そういう理由もありまして利用に至らなかったお子さんが

２名程度いらっしゃったかなと記憶ははっきりした数ではないのですけれども、いらっ

しゃったという記憶がございます。それと上のお子さんたちと一緒に帰らせたいとか、

そういう要望もあって、色んな協議をした結果、結局は利用に至らなかったということ

でございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

４番菊地議員。 

○４番（菊地哲夫君） 林業振興費の２６ページのところですけれども、有害鳥獣被害

対策に要する経費の中の２８ページ、鳥獣被害防止対策協議会負担金の中の５０万円と

いうとろこがあったのですけれども、先ほどの説明の中で４００万円のうち１００万円

を５０万円ずつという話を聞いたのですけれども、この協議会というものは何処にあっ

てどういう組織なのかお聞きしたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（藤山巧君） 協議会の部分、どういう形になっているかというご質問です

けれども、農林業被害ということで、その農業、林業に関係する関係機関、その機関を

構成としまして構成団体からまず申し上げますと、浜中町それから浜中町農業協同組合、

それから浜中酪農業協同組合、釧路農業改良普及センター、釧路東部支所、北海道猟友

会厚岸支部浜中分会、それから浜中町農業委員会、釧路東森林組合、こういった農林業

関係の団体で構成した組織であります。 

３月くらいまでに各関係機関と設立に向けて協議しまして、４月１１日に設立総会と



  

 

いうことで、会を設立したというような経過になっております。 

○議長（波岡玄智君） 菊地議員。 

○４番（菊地哲夫君） そうすると、これは町内各団体で作っているということだと思

うのですけれども、その４００万円と聞いたのは違うのですか。それとどういう活動を

して、どのようなことをするのか。その辺の事を聞きたいのですが。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（藤山巧君） 今、協議会としてどういう活動内容なのかということですけ

れども、まず金額としまして、協議会で今予定している事業というものが大体４００万

円くらいの事業規模で、平成２６年度にやろうとしているのですけれども、その中でま

ず企画財政課長の説明にもありましたけれども、３００万円を国の交付金で賄いまして、

残りの地元負担という形になりますが、その１００万円分を町と農協の方で、それぞれ

折半しながら地元負担分を賄いながら、全体の事業として４００万円の活動を行うとい

うものであります。 

それで具体的な活動の内容ですけれども、これにつきましては、大きく分けますと２

つの今活動といいますか取り組みとして考えています。一つはエゾシカの行動調査とい

いますか、生息調査平たく言いますとＧＰＳ発信機というものをシカに装着しまして、

それでシカがどういった行動を取っているかを把握することによって、今後の色々な管

理計画、言いかえると駆徐の方法ですとか、そういったものに役立てるための基礎調査

というようなものを、シカの行動を調べるということでも一つの取り組みとして考えて

います。 

それともう一つは牧草、それから林帯、色々食害の関係がありますので、その被害の

状況調査というものをもう少し専門的な部分から色々と聞き取りもしながら、そういっ

たところの被害調査を進めようということで、大きくはこの２つの取り組みを２６年度

の中で予定しているという形になっています。 

○議長（波岡玄智君） 菊地議員。 

○４番（菊地哲夫君） そうすると支庁の林務課とそういう専門的なのは入っていない

でＧＰＳ等をやるというけれども、捕まえてやるというのは大変な仕事だと思うのです

けれども、その辺そういう関係機関というのは入っているのかどうかだけお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（藤山巧君） 今ご質問にありましたけれども、専門的な分野かなり入って



  

 

くるかと思います。今の構成団体の他に専門的な見地からの調査ということで、酪農学

園大学そちらの方に専門とされている先生もおりますので、そちらのご協力をいただき

ながら、調査に当たっての委託とか、そういった形で酪農学園大学の協力をいただきな

がら、その辺の追跡調査あるいは食害被害調査といったものを、取り組んで行こうとい

うことで考えています。 

○議長（波岡玄智君） この際、暫時休憩します。 

（休憩 午後１２時００分） 

（再開 午後 １時００分） 

○議長（波岡玄智君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第７ 議案第２９号の質疑を続けます。 

６番中山議員。 

○６番（中山真一君） ２８ページ、漁港管理に要する経費につきまして、お尋ねをさ

せていただきます。補足説明では、琵琶瀬漁港の航路浚渫と火散布漁港の護岸補修とい

うことですけれども、琵琶瀬漁港につきましても、それから火散布の漁港につきまして

も、この漁港の管理者は道ではないのかと思うのですが、それを何で町がやらなければ

ならないのかという疑問を思いましたので、その辺につきまして道がやることに対して

町が分担金というのですか、それを出すというのなら解るのですが、町がやらなければ

ならない理由は何なのか教えていただきたいと思います。 

それから３２ページ、小学校管理運営に要する経費で、霧多布小学校の児童遊具の設

置工事が、昨年のふるさと納税されたお金を財源に使いたいという説明でしたが、昨年

何処の人から貰ったふるさと納税で、この納税者の意図にはそういうものがあったのか

どうか。その辺のことにつきまして教えていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（戸井洋典君） 漁港管理の修繕料の関係でお答えいたします。管理者につ

きましては、議員おっしゃいますとおり北海道が管理者ということで浚渫等については、

本来道が行うべきものであります。 

ただ、実態といたしまして、今回補正をお願いする箇所、琵琶瀬漁港につきましては、

橋上流部の用地護岸となっております。火散布漁港につきましては、左岸の上流部で航

路護岸となっております。北海道と致しましては、用地護岸、航路護岸につきましては

土砂が付いて成果が発揮されるということで、本来浚渫するべきものではないとされて



  

 

おります。ただ実態と致しましては、物揚げ岸壁として利用している箇所がありますの

で、そこは町で利用者に不便をかけないようにということで、手当てしたいと考えてお

ります。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（工藤吉治君） ２点目の霧多布小学校の遊具の財源について、教育委員会

の方からお答えいたします。財源については本年２月に千葉県在住の本町の縁のある方

から、ふるさと寄付金１００万円の寄附をいただきまして、寄附者の意向としまして、

霧多布小学校への教育のためにということの指定の寄附がありましたことから、今回教

育委員会の方で予算措置をして、補正予算の計上となった経緯がありますので、ご理解

いただきます。 

○議長（波岡玄智君） 中山議員。 

○６番（中山真一君） 漁港の修繕料につきまして、今水産課長の方から説明ございま

したが、本来であれば道がやるべきものだけれどもという話がありましたが、利用者の

便を考えれば町がやらざるを得ないということなのかと捉えますけれども、それでよろ

しいでしょうか。それと琵琶瀬漁港の上流部右岸航路の浚渫ですか、それから火散布漁

港の航路の護岸補修ですが、２１３万８，０００円と６８万６，９００円ですか。それ

ぞれの修繕の内容ですね。例えば、航路浚渫でしたら幅どのくらいで、何立米、何キロ

くらいで掘るんですか、その中身。それから護岸の補修も詳しく教えていただきたいと。

それともう一つは、工期これがいつになるものなのか、予定しているのか。 

そして、それぞれにつきましては、それぞれの漁業協同組合ないしは漁業者との打ち

合わせは済んでいるのかどうか。その辺のことのついても教えていただきたいと思いま

す。 

それから次、小学校管理運営のふるさと納税の話ですけれども、そういう点では、

昔の縁の人ということで、霧多布小学校ということで指定されているみたいですので霧

多布小学校の卒業生かと思いますけれども、それで児童の遊具ですが、この遊具の点検

というのは、どういう方法でされているのか、年に何回されているのか。教育委員会の

指示で各学校ないしはそれぞれの遊具設置場所の管理者に年に何回か指示して、その報

告を受けているのか。それとも全くやっていないのか。そのやり方を教えていただけれ

ばと思います。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 



  

 

○水産課長（戸井洋典君） お答えいたします。 

まず１点目の北海道が行うべきという関係でございますけれども、以前は用地護岸で

あっても、北海道で財政豊かな時はやってくれていた経緯がありますけれども、現在は

用地護岸であれば浚渫すべき場所ではないということなので、北海道では掘ってくれま

せん。それで町が利用者の利便性を考えて、実施するということでございます。 

２点目の内容でございますけれども、琵琶瀬上流部につきましては、橋の上流部延長

で３００メートル、幅で８メートル、深さで１メートルの予定をしておりまして、全体

で２,４００立米程度の浚渫を予定しております。 

火散布につきましては、物揚げ場として利用されている箇所につきまして、延長で２

０メートル、これにつきましては暮帰別で余りました矢板を再利用ということで考えて

おります。 

漁業者との打ち合わせでございますけれども、これは要望があった時点で箇所や工期

について打ち合わせは済んでおります。工期でございますけれども、議会の議決をいた

だきましたら早速取りかかって、棹前昆布に出来れば間に合わせるようにしたいと思っ

てございます。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（工藤吉治君） ２点目の質問にお答えいたします。学校施設の遊具の安全

点検の質問にお答えします。学校施設の遊具の点検につきましては、文科省を通じて年

２回ほどの調査がございます。今年４月に札幌市の児童公園の遊具の不具合の事故のあ

った記事が載った段階で、教育委員会としまして４月の段階で全部の学校の遊具等のま

た樹木の安全点検を実施しております。その中では樹木、遊具等の大きな支障になるよ

うな事案についての点検の報告はないものであります。 

なお、文科省の方としましては、遊具の安全点検につきましては、年２回程度の調査

の申請の依頼が教育委員会の方にあるのが現状であります。以上です。 

○議長（波岡玄智君） ３番鈴木議員。 

○３番（鈴木敏文君） １点だけお聞きいたします。２６ページの林道に要する経費の

委託料であります。専用道調査設計委託料で熊牛南部線１，１００メートルということ

で１００％補助ということだったでしょうか。ということは国有林か道有林ということ

になるのでしょうか。 

これから設計が行われて、いずれ林道が通ってそこから木材が搬出すると、こういう



  

 

イメージになろうかと思うのですが、この詳細についてお聞きしたいと思います。この

１点だけです。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（藤山巧君） ２６ページの林業専用道の調査設計委託料の内容につきまし

てですけれども、まず専用道の位置関係ですが、熊牛南部ということで熊牛地区、浜中

北４号の西１線から北６号まで、そういう場所になるのですけれども、そこの１，１０

０メートルということになってます。 

それで今回の国の１００％過疎化の補助ということで、交付される訳ですけれども、

今専用道を付けようとしている場所は町有林のところです。町有林の部分に専用道を付

けまして、そこから間伐というのですか、間伐材をそこから搬出する為の道路という事

で、今回それを作る為の設計の委託ということになっています。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 鈴木議員。 

○３番（鈴木敏文君） その工期といいますか、このスパンは何年くらい掛けて、間伐

材が出るまで行くのかということが解れば教えていただきたい。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（藤山巧君） 今回の専用道、この度で予算が議決されましたら、早速調査

設計の方に掛かりまして、調査設計の内容を踏まえて、次回の議会の中で路線の工事費

というものを計上させていただきたいという予定になっております。それで工期的な部

分になりますけれども、１年間でそのままこの全路線を整備しようと考えております。

今年整備した中で、今後当面は向こう３年間くらいの間伐の関係も搬出をするという形

で、今予定をしているところです。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

７番川村議員。 

○７番（川村義春君） ２～３点お聞きをしたいと思います。 

まず３２ページの中学校管理運営に要する経費であります。その中の工事請負費、校

舎等補修工事ということで、防衛調整交付金を持って改修工事をする訳ですけれども、

この工事の内容これについて詳しく、どういう内容の改修工事をするのかお知らせくだ

さい。 

それと議長のお許しを得て関連でお聞きしたいのですけれども、３０ページの災害対

策に要する経費の一般コミュニティ助成事業、これの内容については先ほど質問されま



  

 

したので、内容については承知をいたしました。それで自主防災組織の関係についてお

聞きをしたいのですけれども、実は今月６日の北海道新聞の記事で留萌管内遠別町は６

月から町内会が自主防災組織を立ち上げたものに対して、人口１人当たり５００円を毎

年度交付する制度を作った。これは、その自治会内の高齢者等の要支援者名簿を作れば

ということが条件ですけれども、毎年亡くなったり、新たに障害者になったり、高齢者

になったりする人がたが居るということで、毎年度、自治会で調整して作っていくと、

そのことが条件で毎年度人口一人当たりですから、大きくはなるのですが５００円を交

付する制度を創設したという事が述べられておりました。今浜中町には、丸山散布地区

一地区しかない訳ですけれども、今後１０月以降に開かれる、まちづくり懇談会で、こ

れの組織化について呼びかけをするという予定であると思います。こんな制度を創設す

るという考えは持てないかどうか。それについて伺いたいと思います。 

それと歳入の関係で交付税に関わっても関連質問的になるのですけれども、議長よろ

しいでしょうか。政府は、地方交付税の関係で地域経済の活性化の実績を上げた自治体

に配分する加算を２０１５年、来年から特別枠ということで３，５００億円を増やすと

いうふうにしております。地域の元気創造事業費を１０年程度継続して加算規模を少し

ずつ増やすことを検討しているということで、これは骨太方針に盛り込まれるようでご

ざいます。それで浜中町の活性化として、ルパンの事業を一生懸命やっている訳なので、

これらが対象になってくれば良いと思っているのですが、その辺の見通しがあるかどう

か、その辺だけお聞かせください。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（工藤吉治君） １点目の中学校管理運営に要する経費、工事請負費の工事

内容について、答弁申し上げます。 

学校につきましては、浜中中学校で昭和６０年に建築されていまして、築２９年の経

過をしております。工事の内容としましては、外壁の塗装並びに雨漏り等の箇所がある

事から、校舎の屋上の防水工事の２点が大きな工事内容であります。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（小原康夫君） 一般コミュニティ事業に関係します、自主防災組織の

関係でございますけれども、私も新聞並びにテレビ等でこのことについては、確認はさ

せていただいております。 

今後、現在一地区でございますけれど、これらの今遠別町で進めて取り組める部分で



  

 

は、かなり勉強不足ですので、この辺は経過等も十分私どもで検討させてください。そ

れに伴って、何故こういうふうになったのかとか、その部分も含めて少し検討時間をい

ただきたいと思います。今段階ではこの事をどうするかということについては、今はま

だ一切考えてはいなかったです。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） 地方交付税の特別枠の関係でございますけれども、今

年度の算定と今事務を取り進めておりますが、この事業の詳細な中身については、まだ

示されてきておりませんので、今後示されれば、議員おっしゃられたルパン三世等の地

域活性化事業等が対象になれば、その辺についても申請していきたいと考えております

ので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○７番（川村義春君） 校舎の改築の関係でございますけれども、聞きましたら外壁の

塗装と屋上の防水工事ということであります。防水工事ですけれども、相当雨漏りが酷

かったということでよろしいのでしょうか。 

工事をする際、授業の支障にならないのかどうかという、例えば外壁なんかを張り替

える場合については壁を剥がしたり、また張りつけたり釘を打ったりそんなことで、子

どもたちの授業に支障が出てくるのではないかと思うのですけれども、その辺の対応と

いうのは考えられているのかどうか。それと併せて工期についてお知らせをいただきた

いと思います。 

それから自主防災組織の助成の関係ですけれども、私も新聞で見た程度の知識しかあ

りません。見たのは高齢者の要援護者名簿を作る事で、一人当たり５００円を毎年度交

付すると、その他に備えつけ備品等については、町の方から別枠で購入して配置をする

ということになっていますから、その交付された交付金、新たな制度については自由に

自治会内で使っても良いという制度のようです。ですから自治会のコミュ二ティ活動に

も使えるというような内容になっているようですけれども、今、前段答弁があったよう

に十分勉強をしてもらって、次のまちづくり懇談会等で生かしていただきたいと思いま

す。そういうことでの質問ですから、そういう考えがあるのかをお聞きしたいと思いま

す。それで企画政課長の答弁結構でございます。そういうことでよろしくお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（工藤吉治君） 再質問にお答えをいたします。まず工事にかかわる学校の



  

 

子ども方への授業への支障がないかという点でありますけれども、この後入札をするの

ですけれども、工期が決定した段階で現在も教育委員会の工事にありましては、業者と

教育委員会更には学校が入りまして、授業に支障のないような工期の設定をしておりま

す。 

音の大きな工事で授業時間に支障のある工事につきましては、なるべく最低限授業に

支障のないようにということでは、業者と詰めて学校とも話をして工期を決定するとい

うことでいますので、今回の工事につきましても同じように教育委員会、学校、業者と

入りまして、子ども方に授業の支障のないような工期日程にしたいと考えております。 

また工期につきましては、今現在では不確定ですけども、４ヵ月程度だろうかと教育

委員会の方では考えております。現状の浜中中学校の校舎の状況でありますけれども、

現在雨漏りが６ヵ所程度ありまして、防水にあたっての工法についてもウレタン吹きつ

け防水処理の工法を採用したいということで、教育委員会の方では考えております。 

○議長（波岡玄智君） 防災政策室長。 

○防災対策室長（小原康夫君） 自主防災組織に関しての関係ですけれども、確かに遠

別町の場合は、自主防災組織自体の組織率も低かったということで報道では聞いており

ます。最終的には組織率の向上というんですか、それらを目的と聞いておりますので、

これはしっかり１０月のまちづくり懇談会までには、ある程度本当に勉強をさせていた

だきまして、良いものであれば検討するものは検討して、まず基本に勉強してみたいと

思いますので、もう少しお時間をいただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

２番石橋議員。 

○２番（石橋節男君） ２４ページ、民生費１２節負担金でありますけれども、これは

いただいた資料によりますと、子ども子育て支援新制度電算システム構築費用とありま

すけれども、この内容を詳しく説明してほしいと思います。お願いします。 

○議長（波岡玄智君） 保育所長。 

○保育所長（山口ひとみ君） ご質問にお答えいたします。簡単に申し上げますと新制

度におきましては、保育所に入所するには、今までは保育に欠けるという入所の条件だ

ったのですが、それが保育を必要とするという保育の必要性の認定にかかるシステムの

導入ということになります。保育所の入所にかかる事務手続きをこのシステムでやるこ

とになります。以上です。 



  

 

○議長（波岡玄智君） いいですか。 

１番田甫議員。 

○１番（田甫哲朗君） 数点お尋ねします。まず歳入２０ページです。先程来、出てい

たふるさと納税ですけれども、これは先程千葉在住の方から１００万円ということで、

確かその他に５，０００円というのがあって、１００万５，０００円の内容かと思うの

ですけれども、この１００万円がふるさと納税という位置付でいつ納入になったのか、

といいますのは、１３年度の新聞によりますと、今年４月２１日の新聞で２０１３年度

の各自治体の納税額の一覧表があるんですけれども、これでは浜中町５，０００円だけ

になっているんですよね。他町と比べても明らかに少ないような状況です。 

近年この納税に対する見方が変わってきて、お得感が出てきた中で今後ふるさと納税

を浜中町として如何に増やしていくかというような考えがあるのかないのか。 

それと２８ページ、鳥獣被害防止協議会ですけれども、この内容は先ほどの説明で解

りました。それで昨年、釧路湿原で囲い罠、普通の足に掛ける罠、狩猟の三方式で本来

鳥獣保護区で禁猟区だったところを、試験的にやってみたという結果が出ています。そ

れによりますと圧倒的に８割以上が囲い罠の効果というのを、その時点で検証されてい

る訳ですよね。捕獲頭数が５０何頭の内の８割がこの囲い罠で、その有効性は既に実証

済みだと思うんです。それを受けて、ここでも湿原では当然、現在発砲出来ないような

状況の中で、この有効な罠の活用の方法というのは今後、協議会の中でもんで行かれる

のかどうか。その点をお聞きいたします。 

それと３０ページ、丸山のコミュニティ助成です。これは先程の説明で色々な備品購

入のリストがありました。聞いていまして、これはコミュニティで揃えるのが本当なの

か、それとも防災の経費として揃えるのが本当なのかという、こういう制度があるから、

それを利用して備蓄品を充実させていくというのは解るのですけれども、その辺が今一

すみ分けが防災対策室の方とどうなっているのかを説明願いたいと思います。 

合わせまして、現在、丸山にしかない浜中町の自主防災組織、この中身といいますか

形は解りますけれども、要は防災組織の詳細というのは、例えば細かなことで言えば、

避難者の近所の助け合いくらいまで踏み込まれたような話し合いというのは、現在出来

ているのか出来ていないのか。合わせて前回も聞いていますけれども、他の地区への組

織づくりの体制、今後の取り組み方も含めてお答え願います。 

それと３２ページ、聞こうと思っていたら聞かれてしまったんですけれども、この授



  

 

業への支障ということで言うと今現在、霧多布中学校耐震工事がされていると思うので

すけれども、見た感じではかなり大掛かりな工事なので果たしてその辺が、今現在クリ

アになっているのかどうか。それと同じく３２ページの給食センターに要する経費で、

これは財源見ますと共済見舞金になっているということは、経年劣化じゃなく、例えば

車両等の事故等によるものなのか。このオーバースライダーが破損した要因というのは

何なのかを、お知らせ願いたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） まず歳入の２０ページの給付金の件でございます。新聞報

道でふるさと納税５，０００円ということがあったそうですけれども、報道が若干間違

っていたということでございます。平成２５年度におきましては、４件で１２０万５，

０００円がございます。それが１点確認事項でございます。 

それともう１点、今回９９万５，０００円の補正でございます。この内訳としまして

は、一般寄附金１００万円、それとふるさと納税５，０００円でございます。ですから

２件あるのですけれども、１件は一般寄附、１件につきましては、ふるさと納税で、一

般寄附は１００万円で、ふるさと納税は５，０００円ということで、当初この部分で１

万円予算計上してございますので、その差引き９９万５，０００円を今回補正しようと

するものでございます。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（藤山巧君） ２８ページの協議会負担金に関連しての質問ですけれども、

先ほど議員おっしゃられましたように、釧路湿原の方で昨年囲い罠等色々と取組みされ

て、環境省の方で実施したかと聞いておりますけれども、捕獲頭数のうち８割程度囲い

罠だったという事でありますけれども、今回の協議会の中で４番議員さんの方からもあ

りましたけれども、協議会の取り組みの中で、ＧＰＳを付けての行動調査ということで、

まずシカの行動範囲そういったところ、当町で冬になると海岸線の方に多く越冬という

形でシカが来て、雪解けとともに林帯あるいは牧草地の方に移動いているというような、

大きな括りでいくとそういう動きをしているのかと感じておりますけれども、そういっ

た動きが湿原の中でも、今回ＧＰＳを付けることによって、色々な動きというものをデ

ータとして得られるのかと考えております。調査のシカの行動も把握出来れば、議員お

っしゃられたように湿原の中、位置、場所、その辺は移動ルート等色々とデータが出て

くれば選定する箇所というのも出てくるかも知れませんし、そういったデータをまずと



  

 

ってみて、有効に湿原のエリアの中あるいは周辺で囲い罠というものが、協議会として

今後検討できれば検討して、その辺のところも対策として林帯牧草地という形で移動す

るという、全体的なデータが得られれば湿原の一部といいますか、そういったところも

選定しながら囲い罠なり有効な手段というものを検討することができるかと考えてお

ります。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（小原康夫君） ご質問にありました、まず丸山散布の自主防災組織に

関係します、防災対策室での備蓄品の装備の仕方と自主防災組織の考え方ですけれども、

単純に今コンテナを設置しまして、そのコンテナの中にある備蓄品に関しては、避難を

した時に最低必要な部分として防災的には、今自主防災組織で考えています鍋とかヤカ

ンそういったものは含まれておりませんが、これについては話合いの中で丸山自治会自

主防災組織さんの方々が、これは単純に僕らと見解が若干違いますけれども、必要とい

うことで、その辺のすみわけでございます。 

それと自主防災組織の内容ですけれども、確かに中身を見ますと１８条からなってい

まして、その中身は防災事業の展開としましては、防災知識の普及、訓練に関すること、

その他要支援者救出等の応急対策とかも入っております。入っておりますけども、これ

らに基づきまして、今回コミュニティ助成ということで中身１８項目ですけれども、こ

れらが提出されたことでございます。 

組織づくりですが、これについても本来機会がある毎に自治会さんにこういったお話

しをすべきだとは思っております。これについては自治会さん、町内会さんに自主防災

組織の立ち上げについては、今後も引き続き行っていく所存でございます。以上でござ

います。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（工藤吉治君） ３２ページの中学校管理運営に要する経費、工事請負費に

関連しての質問にお答えいたします。現在、霧多布中学校の耐震補強工事が進捗してお

ります。この工事の工程にあっても工事日程を決めるにあたって、教育委員会、業者、

学校と協議しまして、子どもたちの授業等に支障のないような工事日程を決めさせても

らっております。 

現在、道路側から見える校舎の工事等につきましては、見える方が特別教室で常時使

われている教室でないことから、まずそれを初めに、更には普通教室の工事にあっては、



  

 

夏休み期間にかかるような感じで最小限授業に支障のないような工事日程で組んで、工

事を進捗しておりますのでご理解をお願いいたします。 

次に、給食センターの関係についてお答えをいたします。給食センターの修繕料につ

きましては、議員おっしゃりますとおり、給食センターの職員が給食配送車を車両保管

場所から移動させる際、シャッターを上げた状態で発進をさせるのですけれども、シャ

ッターが下がってきたことに気付かず車両を発進させた為、車両上部とシャッターが接

触しシャッターの一部が破損したことによる、修繕料の補正予算の計上でありますので、

ご理解を願います。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１番（田甫哲朗君） 授業の支障に関しては理解いたしました。 

今の給食センターに関しても理解はいたしました。一部破損という認識でよろしいで

すね。 

それでまず防災です、これは自主防災組織の中で１８条からの規約を作って、その中

で要援護者等の規定も出来ていると、実際にそれは出来上がっているという認識で間違

いないですか。それと合わせまして、今回の避難訓練に際して、この組織があることに

よって避難参加率が良かったとか、そういう町民の意識の上ではどのように捉えている

かをお聞きいたします。 

それとシカです、これは調査例えば発信機を付けてＧＰＳでその行動を調査した結果、

有効な手段をこの中から見つけていくということでありますけれども、その中に囲い罠

という方法も選択肢としてはあると。ただ、選択肢であるというよりも、既に実績は出

てる訳ですから、これはやはり前向きに検討して、そして罠ですから当然一度に１０頭、

２０頭という数が一気に捕獲されてしまうのだろうと思うんです。 

ただ、そうなった場合に処理の方法等もあるのかと思うのですけれども、何れ駆除の

観点からいくと、これはかなり１頭１頭狩猟で撃っているよりは、かなり有効な手段だ

と思うので、是非これは前向きに検討していただきたいと思います。 

それとふるさと納税ですけれども、これは新聞報道が間違っているという捉え方でよ

ろしいのでしょうか。これを出すにあたって町の方に問い合わせというのは、事前にあ

ったのでしょうか。これは因みに４月２１日の釧路新聞の記事ですけれども、それで１

点抜けていたのは今後の納税への啓発ですか、その答弁がなかったので１点お願いいた

します。 



  

 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（藤山巧君） 囲い罠の有効性というのは、議員おっしゃっているとおりで

あります。詳細なデータが取れましたら、湿原内と湿原の周辺行動の詳細が取れた場合

は、湿原に限らず草地の周辺であったり、そういったところでより極端に言えば、多く

のシカが獲れる場所というようなことも当然考えられますし、その選定の中で一つ湿原

の中といいますか、湿原の周辺ということも考えられます。囲い罠を設置する場合も、

湿原の周辺、湿原等になりますと色んな手続き上のこともありますし、その辺のことを

クリアしながら、あるいは先ほど言いました１０頭２０頭という頭数、多くの頭数が入

るということになれば、当然それを搬出するような適地ということも頭に入れながら、

設置することにはなろうかと思いますけれども、何れにしましても、そういったものの

有効な手立てとして調査させてもらいながら、囲い罠の設置という部分も協議会として、

関係機関と協議して行きたいと考えております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（小原康夫君） 自主防災組織の規約については出来ておりまして、２

５年１月１日よりこの規約に基づきまして、自主防災組織としての活動をしております。 

それと今回避難訓練の参加率ですが、丸山散布自治体ということで１７自治会中、上

位から５番目となっておりまして、参加率でいうと２７％になっております。 

以上です。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） ふるさと納税についてお答えいたします。新聞報道でござ

いますけれども、町の方に照会がありましてお答えしたのですが、何らかの手違いがあ

りまして数字を間違って報告してしまいました。 

その後、追って訂正の連絡を差し上げまして、訂正記事も出たということも聞いてご

ざいます。こういう間違いがあることによって、色々皆さんに迷惑を掛けてしまいまし

たけれども、今後このようなことがないように十分気を付けたいと思っております。 

それから、ふるさと納税の啓発でございますけれども、ホームページに載せてござい

ますし、機会ある毎に更新等をしていきたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員、ふるさと納税の新聞報道は何月の報道でした。 

○１番（田甫哲朗君） ４月２１日です。 



  

 

○議長（波岡玄智君） ４月２１日ですね。どうぞ。 

○１番（田甫哲朗君） 今、質問した件に関しては理解いたしました。そして、訂正記

事は多分見逃してしまって目にしていませんけれども、間違いないことだと思います。 

もう一点探しましたので２８ページ最後ですから、聞くことだけ聞いて答えてもらっ

て終わりたいと思います。海岸整備事業に要する経費です。これは陸閘の装置の更新で

すけれども、昨年３月に説明があって３ヵ年計画で陸閘と局舎のシステムの更新をする

ということでありました。昨年３月議会で上がってきて、その時で確か１億８００万円

の事業だったと思うんです。それが多分、今年の３月２８日の入札で１億４６５万２，

０００円で落札されたのが、多分１回目の工事かと思うのですけれども、これは約１年

間の間を置いてようやく工事が始まるのかと、随分ゆっくりだという気がしています。

その点の経緯。 

それと、この機器ですけれども万が一、防潮堤を越波して海水が来た場合、当然機器

も海水を被ってしまう訳でして、この辺の防水対策というのを施かされているのか。も

っと心配するのが、海水を被った後に、閉めたものが再び開くということは大丈夫とい

うふうに捉えているのか。機器等に浸水等の影響はあるのかないのか。その点の考えだ

け聞いて終わりにいたします。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（戸井洋典君） お答えいたします。最初のご質問でございますけれども、

３月に提案いたしました、１億８００万円につきましては、９月末までの工期となって

おります。それは陸閘側にかかる現場側の発注でございます。今回は補正でお願いして

いる部分についきましては、局舎側の陸閘にかかるシステムの改修となっております。

ステーション側のシステムが今回補正でお願いするものです。 

２点目の質問でございますけれども、越波した場合の対策ということでございますけ

れども、それについては、詳しくは承知しておりませんけれども、多分駄目だと思いま

す。そこまで担保されていないと思っております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 今の説明ではちょっと納得が出来ないので、３回目ですから補

足説明してください。これで最後なのできちんと答えてください。どうぞ。 

○水産課長（戸井洋典君） 質問にお答えいたします。その越波の関係でございますけ

れども、当然、注意報なり警報なりありまして閉めるのは遠隔で閉めることは出来ます

ので、それで防御はできると思います。仮にその後、海水につかったとしましても、開



  

 

放するのには手動でも出来ますので、それは対応出来ると思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 副町長。 

○副町長（松本賢君） 越波した後の水門に入った水がどうやって引くのか、あるいは

開けれるかということですけれども、電気系統駄目ですね。したがって手動で開けると

いうことしか言えません。ですから、その瞬間に命を守るというこういう役目に限るん

ですね陸閘というのは。そんな感じだと思います。 

要するに、入った水は排水といいますか色々と出す方法はあるんでしょうけれども、

道路側溝ですとか、樋門の方で、ある程度の水は引いていくとは思いますけれども、ま

ずその状況を見ながら開けれるかどうかという問題になりますと、手動でやれると、電

気系統は駄目になるということで、樋管を空けて引かせるということでもありますので

宜しいでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） これで、質疑を終わります。 

これから、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２９号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２９号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第８ 議案第３０号平成２６年度浜中町国民健康保険特別会計補正予算 

（第１号） 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第８ 議案第３０号を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 



  

 

○町長（松本博君）  議案第３０号平成２６年度浜中町国民健康保険特別会計補正予

算第１号について、提案の理由をご説明申し上げます。 

この度の補正につきましては、歳入では、平成２５年度の決算に基づく剰余金を平成

２６年度予算に組入れ、国民健康保険税の減額財源に充て、議案第２４号で議決をいた

だきました国保税率等の改正により保険税を当初予算額から減額し、国庫支出金、国庫

負担金では、歳出の介護納付金及び後期高齢者医療費支援金の減に伴い、療養給付費等

負担金を減額、国庫補助金では、特別調整交付の追加を見込み計上。療養給付費等交付

金を追加、前期高齢者交付金を減額、道支出金では、特別調整交付金を追加し、繰入金

では、保険税額の確定に伴う保険基盤安定繰入金軽減分を追加し、併せて、保険税負担

の激変緩和措置に伴う財源補填として、その他繰入金を増額、繰越金で、前年度剰余金

を、諸収入で、第三者納付金を追加するものです。 

歳出では、総務費で、電算システム更新委託料等を追加するほか、後期高齢者支援金、

前期高齢者納付金及び介護納付金の拠出額確定に伴う減額を行い、諸支出金では、国庫

支出金等返還金を追加、予備費を減額し、歳出の減分を国保税の減額財源に充て、当初

予算で計上した現年課税分の保険税の減額を行い、国保加入者の国保税の激変に対する

負担の軽減措置を講じながら、国民健康保険制度の相互扶助の趣旨に則り、引き続き事

業の健全運営に努めるよう提案した次第であります。 

補正の内容につきましては、歳入、１款・国民健康保険税で１億３，６９７万６，０

００円を減額、２款・国庫支出金で７７８万８，０００円、３款・療養給付費等交付金

で３０１万４，０００円を追加。４款・前期高齢者交付金で７６５万円を減額、５款・

道支出金で２，５００万円、８款・繰入金で３，７９１万８，０００円、９款・繰越金

で２，９０７万５，０００円、１０款・諸収入で４１万４，０００円を追加しておりま

す。一方、歳出では、１款・総務費で１３６万４，０００円を追加、３款・後期高齢者

支援金で１，２１１万６，０００円、４款・前期高齢者納付金で２１万２，０００円、

５款・介護納付金で２８９万円の減額、８款・諸支出金では２０５万６，０００円を追

加、９款・予備費２，９６１万９，０００円を減額。 

この結果、補正額は歳入歳出それぞれ４，１４１万７，０００円を減額し、補正後の

予算総額を歳入歳出それぞれ１２億５，７２６万円にしようとするものであります。 

 この度の補正予算につきましては、去る６月２日開催の国保運営協議会に諮問し答申

をいただいているところでございます。 



  

 

以上、提案の理由をご説明申し上げましたが、詳細につきましては、町民課長より説

明させますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） （議案第３０号 補足説明あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） これから質疑を行います。 

歳入・歳出一括して行います。 

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３０号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３０号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第９ 議案第３１号人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第９ 議案第３１号を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第３１号人権擁護委員の候補者の推薦について、提案の理由

をご説明申し上げます。 

本町の人権擁護委員は天間館りゅう子氏と加藤憲治氏、中村裕子氏の３名であります

が、このうち加藤憲治氏が本年９月３０日をもって任期満了となることから、釧路地方

法務局長から委嘱に伴う候補者の推薦依頼がありました。 



  

 

加藤憲治氏は平成２０年１０月に委嘱されて以来、今日まで優れた活動実績を残され

ており、また、人格・見識ともに優れ、広く社会の実情に通じ人権擁護委員として最適

任と判断されますので、引き続き法務大臣に推薦いたしたく、ここに人権擁護委員法第

６条第３項の規定により、議会の議決をいただきたくご提案した次第であります。 

よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

本案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本案は質疑・討論を省略し、直ちに採決することに決定しました。 

これから、議案第３１号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、適任と認めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３１号は、適任と認めることに決定しました。 

 

◎日程第１０ 議案第３２号釧路町村公平委員会委員の選任同意について 

◎日程第１１ 議案第３３号釧路町村公平委員会委員の選任同意について 

◎日程第１２ 議案第３４号釧路町村公平委員会委員の選任同意について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１０ 議案第３２号ないし日程第１２ 議案第３４号を

一括議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第３２号、議案第３３号及び議案第３４号釧路町村公平委員

会委員の選任同意について提案の理由をご説明申し上げます。 

釧路管内の町村で共同設置しております釧路町村公平委員会の委員につきましては、

定数三名任期四年で、現在の委員の方々は平成２２年８月１日から釧路町村公平委員会



  

 

委員に選任され、本年７月３１日をもって任期満了となりますが、公平委員会委員の任

期満了に伴う委員の選任につきましては、地方公務員法第９条の２第２項で議会の同意

を要するとなっていることから、ここに提案申し上げるものであります。 

 議案第３２号で提出しております堀内博志氏は浜中町役場に長く勤務され、監査委員

事務局長、議会事務局長、教育委員会生涯学習課長兼総合文化センター館長兼体育振興

課長、会計管理者を歴任され、議案第３３号の中居茂氏は、標茶町役場に長く勤務され、

町立病院事務長、税務課長、教育委員会社会教育課長を歴任されております。 

また、議案第３４号の馬場和男氏は、白糠町役場に長く勤務され、土木建設課長、建

設課長、水道課長、水道部長、経済部長を歴任されておりますが、三氏とも人格識見に

優れ、公平委員会委員として最適任と認め、委員として議会の同意をいただきたく提案

した次第であります。 

 なお、釧路管内全町村の議会の同意をいただいたあと、８月１日付けで任命の予定で

あります。 

よろしくご審議のうえご同意くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

本案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって本案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決することに決定しました。 

これから、議案第３２号を採決します。 

諮りします。 

本案は、適任と認めることに、ご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３２号は、適任と認めることに決定しました。 

これから、議案第３３号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、適任と認めることに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 



  

 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３３号は、適任と認めることに決定しました。 

これから、議案第３４号を採決します。 

お諮りします。本案は、適任と認めることに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３４号は、適任と認めることに決定しました。 

 

◎日程第１３ 浜中町農業委員会委員の推薦について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１３ 浜中町農業委員会委員の推薦についてを議題とし

ます。 

浜中町の農業委員会委員の任期は７月１９日までとなっており、これに伴う選挙は４

月６日に施行されますが、本件については、農業委員会等に関する法律第１２条の規定

により、去る５月９日付をもって町長から推薦の依頼をされているものであります。 

お諮りします。 

議会が推薦する農業委員については、同法第１２条第２号の規定に基づき、議長によ

る指名推薦によりたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議会が推薦する浜中町農業委員会員は、議長において指名推薦すること

に決定しました。浜中町農業委員会委員に新井功仁恵君、堀金澄恵君を推薦します。 

お諮りします。 

ただいま議長において指名したお二方を、議会が推薦する浜中町農業委員会委員と決

定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議会推薦の浜中町農業委員会委員には新井功仁恵君、堀金澄恵君を推薦



  

 

することに決定しました。 

 

◎日程第１４ 発議案第３号「要支援者に対する介護予防給付の継続」と「利用者

負担増の中止」を求める意見書の提出について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１４ 発議案第３号を議題とします。 

お諮りします。 

本案は、趣旨説明、質疑討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本案は、趣旨説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定し

ました。 

これから、発議案第３号を採決します。 

お諮します。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１５ 発議案第４号炭鉱技術海外移転事業の推進に関する意見書の提出に

ついて 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１５号 発議案第４号を議題とします。 

職員に発議案を朗読させます。 

○議事係長（山平歳樹君） （発議案第４号 朗読あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

本案は、趣旨説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 



  

 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本案は、趣旨説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定し

ました。 

これから、発議案第４号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１６ 発議案第５号規制改革会議意見書の取扱いに関する意見書の提出に

ついて 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１６ 発議案第５号を議題とします。 

職員に発議案を朗読させます。 

○議事係長（山平歳樹君） （発議案第５号 朗読あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） 本案について、提案者の趣旨説明を求めます。 

１１番鈴木議員。 

○１１番（鈴木誠君） 規制改革会議意見書の取り扱いに関する意見書の趣旨について

ご説明申し上げます。 

昨日の一般質問でも議論のあったところですが、政府の規制改革会議は５月２２日今

回の農業改革は農業政策上の大転換をするラストチャンスとして、農業ワーキンググル

ープがまとめた農業改革案を農業改革に関する意見として発表いたしました。改革案に

は、農業委員会、農業生産法人、農業協同組合のそれぞれの見直し案が提案されていま

す。 

現在、日本の農業、農村が置かれている現状は、大変厳しい状況にあります。農業を

成長産業として維持、発展させる事で所得を増やし、農業農村を活性化することが最大

の課題となっており、組織や制度の積極的な見直しや改革が必要なことは私もその通り

だと思います。 

しかしながら、改革会議がまとめた改革案でまず農業委員会の見直しでは、農業委員



  

 

の公選制を廃止し、自治体首長の選任制の導入、都道府県農業会議や全国農業会議所の

廃止、農地の権利移動の許可制から届け出制に移行、行政庁への意見の公表、建議機能

法律規制からの除外等々、これは農業、農村現場の実態を無視しただけでなく、これま

での農地の流動化政策の推進に全く逆行するものであります。 

また、地域の農業者の代表である、農業委員会の役割を軽視した内容であり、現場で

頑張っている農業委員の気持ちを削ぐ理解しがたい内容であり、決して容認できるもの

ではありません。特に農業委員の公選制の廃止は、全国の農業委員の９割が無投票で選

ばれているとの短絡的な理由には呆れるばかりです。無投票当選が増えているのは、農

業委員に限ったことではなく、我々地方議会にも言えることですし、市町村長選におい

ては、それを上回る率で無投票当選が増えていると思います。農業委員の公選制を廃止

して、無投票で選ばれた市町村長の選任制にするとは、いささか理屈に合わない話だと

私は思います。 

加えて、行政庁への意見の公表や建議活動を廃止するということは、独立した行政委

員会としての機能を排除することに等しいと思います。また農地法３条の農地の権利移

動を届出にするということは、認定農業者への権利移動が徹底されない懸念があると同

時に、農地を農地として利用しているか否かの検証が難しくなる懸念があります。 

次に、農業生産法人の事業要件の廃止などの要件緩和は一般企業に農地所有の道を開

くばかりか事実上、生産法人が何でも出来ることになりかねません。企業は利益優先で

あり、不採算部門からは撤退します。結果、耕作放棄地や失業者の発生などが懸念され

ます。到底容認できるものではありません。農業協同組合の見直し案では、環境の独自

性を阻害しているのが、中央会制度として中央会の廃止や全農の株式会社化、更には信

用共済部門の分離案、準組合員の利用制限を打ち出しております。これまで地域の暮ら

しや営農を守り続けてきた農協の役割を否定するものであります。農業生産法人の要件

緩和で一般企業の農業参入に道を開き農地の権利移動を自由にして、農業者の拠り所で

ある事実上の農協解体にも等しい改革案が実施されれば、日々地道に努力している農業

者の生産意欲を削ぐばかりか、これまで築いてきた農村社会の崩壊に繋がり兼ねません。

日本の農業は、都市近郊農業、中山間地農業、一種兼業、二種兼業農家、北海道のよう

な広い面積での専業的農業、土地条件、規模、気象条件の違いなど様々な条件下で存在

している訳であります。一部実態を捉え、これらを日本農業全体の課題として、ひとつ

の法律や制度で一括りすること自体、私は無理があると思っております。 



  

 

私は、これまで農業委員として中央要望の度毎に北海道においては、本州府県とは別

の農業政策の確立をして欲しいと常に訴えて参りました。今回の改革会議の意見は、一

部地域を捉えてのみの改革案であり、残念でなりません。農業団体である農協も農業委

員会も現状で良しとしている訳ではなく、それぞれ自己改革案を提示しております。農

林水産業、地域創造活性化プランの改定に当たっては、時間をかけてあらゆる生産現場

の意見を反映させるよう、強く望むものであります。報道を見る限りにおいては、厳し

い状況ですが、意見書に託すしかない事情をご理解いただき、ご賛同賜りますよう、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから質疑を行います。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。 

（「なしと呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、発議案第５号を採決します。 

この採決は、起立により行います。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（波岡玄智君） 起立多数です。 

したがって、発議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１７ 発議案第６号集団的自衛権に関する憲法解釈の変更に対する意見書

の提出について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１７ 発議案第６号を議題とします。 

職員に発議案を朗読させます。 

○議事係長（山平歳樹君） （発議案第６号 朗読あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） 本案について、提案者の趣旨説明を求めます。 

８番竹内議員。 



  

 

○８番（竹内健児君） 集団的自衛権行使に反対の趣旨説明。阿倍首相は２０日までの

今国会中に集団的自衛権の行使を可能にする憲法解釈の変更を閣議決定を強行しよう

として暴走を加速しております。密室協議の中で血を流す閣議決定を許すことはできま

せん。 

歴代の自民党政策は、１９５４年自衛隊が創設されて以来、一貫して行使は憲法９条

のもとで許されないとの解釈を国会国民に説明をして参りました。この説明を根底から

覆し日本を海外で戦争する国へ作りかえる、今回の内容は歴史的な暴挙であります。一

内閣の密室協議の判断だけで、行使可能とする企ては言語道断です。なぜ今国会の閣議

決定に安倍首相は固執するのか疑問があります。政府は６月３日の与党協議会で米国や

多国籍軍への軍事支援いわゆる後方支援が実施できると、４条件を示しましたが、国会

での議論を与党協議進行中との理由で拒否しております。この４条件は戦闘地域で直接

の戦闘行為以外のあらゆる軍事支援を可能にするものであることが判明し、３条件に改

めましたが、自衛隊員の命にかかわる多国籍軍が現に戦闘行為を行っている現場では、

支援活動はしないというもので、自衛隊の活動中に戦闘の発生が予測されるような危険

な地域でも軍事支援が可能で、戦闘地域への派兵に本格的な道を開くもので歯止めは何

もありません。非現実的な想定であります。 

自衛隊が戦闘地域で活動すれば、相手側の攻撃を招き応戦することは避けられないと

思います。日本だけが活動を休止中断することができるというのは、非現実的でありま

す。これはイラクでの戦争でもイギリス軍が１，０００名の犠牲を払っていると、命を

落としているという事実からも、はっきりしていると思います。海外の戦争で日本の若

者が血を流すこういう事態を招くことは明らかであります。閣議決定は許してはならな

いことだと思います。安倍内閣のこの頃の手法は思想信条の色合いの近い人を身の回り

に集める、こういう手法を使っています。数の力を背景に、首のすげ替えをどんどん進

めているという状況があると思います。日銀の総裁の首のすげ替え、内閣法制局長官の

すげ替え、そしてＮＨＫ経営委員会の委員のすげ替え、原子力規制委員会のすげ替えこ

ういうところで、はっきり出ていると思いますし、大新聞のマスコミの幹部との会食も

頻繁にされております。地方の新聞を見てますと、全国新聞よりは遥かにマスコミの本

来の姿を現しているそういう論評がしっかりと出ているような気がします。大新聞はそ

の点は極めて脆弱であります。 

１９７２年の政府見解では、自国の存立を全うする為には、自衛の措置が必要だとい



  

 

う事でありました。その時の政府見解は、それにしても他国に加えられた武力攻撃を阻

止する集団的自衛権は憲法上許されないと明言している訳であります。これは繰り返し

国会の答弁でもされております。許されるとする安倍首相の主張とは正反対の結論であ

ります。政府は堅持してきた憲法解釈を詭弁ですり抜けようとする態度は 国民に対し

て不誠実であります。安倍首相の血筋は皆さん御存じのように、岸信介元首相が祖父で

あります。日米安保条約の改定を強行し、１９６０年の安保で皆さん御存じのとおりで

あります。安倍首相の思想それは思想ですから、色々あると思いますが、私は今回の動

きを見て太平洋戦争で失った名誉を取り戻したいという、戦間期の思想の持ち主だとい

うふうにノンフィクション作家の保坂正康さんが道新に書いております。 

それを見ますと、戦争で負けた国が失われた名誉や領土を取り戻そうと再び戦争を始

めるまでの期間を戦間期というといって、第一次大戦で敗れたドイツのヒトラー、これ

は 第２次大戦までこの戦間期を２１年持ったということであります。日本は戦後６９

年間この戦間期の思想も持てなかった訳であります。それは憲法９条のお陰だと私は思

います。再び戦争を起こすことはないように努力をして、戦後の日本を支えてきた人々

は軍事的な力を重視する安倍政権の政策に疑問を持っているのではないでしょうか。 

今度の国会が終わるまでに閣議決定をする、そういう拙速な動き、これは何としても

阻止すべきではないでしょうか。そのことを皆さんに訴えて、ぜひこの集団的自衛権行

使に反対することに賛成をいただきたいことをお願いして、趣旨説明といたします。 

よろしくお願いをいたします。 

○議長（波岡玄智君） これから質疑を行います。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、発議案第６号を採決します。 

この採決は、起立により行います。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 



  

 

○議長（波岡玄智君） 起立少数です。 

したがって、発議案第６号は否決されました。 

 

◎日程第１８ 議員の派遣について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１８ 議員の派遣についてを議題とします。 

北海道町村会議長会主催による、議員研修会等に派遣することにしたいと思います。

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、会議規則第１２０条の規定によって、議員を派遣することに決定しまし

た。 

 

◎日程第１９ 閉会中の継続調査の申し出について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１９ 委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。 

各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から、目下、委員会において調査中の

事件について、会議規則第７５条の規定によって、お手元にお配りした申出書のとおり、

閉会中の継続調査の申出がありました。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとお

り閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

お諮りします。 

ただいま町長から、議案第３５号が、北海道弁護士会から請願第１号が提出されまし

た。 

これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 



  

 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３５号並びに請願第１号を日程に追加し、直ちに議題とすること

に決定しました。 

 

◎日程第２０ 議案第３５号工事請負契約の締結について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第２０ 議案第３５号を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第３５号工事請負契約の締結について、提案の理由をご説明

申し上げます。 

本案につきましては、旧じん芥焼却場を解体し撤去しようとするもので、第１回定例

議会で予算議決をいただいております。この工事にあたり、去る６月１０日町内業者が

１社、町内外の経常建設共同企業体２社、町外業者２社、計５社による指名競争入札を

実施いたしました。入札の結果、中山、今井経常建設共同企業体が９，９９０万円で落

札いたしました。 

なお、工期は平成２６年１２月１９日までとしております。ここに議会の議決を付す

べき契約及び財産の取得または、処分に関する条例の規定により、議会の議決をいただ

きたく提案した次第であります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３５号を採決します。 



  

 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３５号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第２１ 請願第１号「特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書」

採択に関する請願 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第２１ 請願第１号を議題とします。 

職員に請願書を朗読させます。 

○議事係長（山平歳樹君） （請願第１号 朗読あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） 本件について、紹介議員より趣旨説明を求めます。 

１０番加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） 特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書採択に関

する請願の趣旨説明を行いたいと思います。その説明をする前に、現在ここに立って請

願という形で提出させていただくことになった経過を申し上げたいと思います。去る４

日開催された今議会の議会運営委員会において、北海道弁護士連合会からこれと全く同

じ陳情がなされました。それで５人の議会運営委員で審査した結果、結論としては、こ

れは本会議の議題として出さずに資料配布で終わるという事が結論でした。そういう議

会運営委員会の重い結論でありましたけれども、私個人として、どうしてもこれは公の

場で審議をしていただきたいという気持ちがありました。３月議会の始まる前にも既に

この陳情書は提出されていましたが、その時も是非、議論していただきたいという気持

ちは持っていましたが、それがならず今回また正式にどうするかと言うことでの委員会

の議論がありましたけども、本会議には提出しないということでした。私がなぜこうい

う問題に対して、多くの他の議員の意思に反してまでも、この問題を提出したいかとい

う理由です。 

それは、竹内議員が集団的自衛権の容認は認められないというところでも申し上げま

したけども、現在、日本の進路について憲法の解釈改憲すなわち憲法９条戦争しない国

から戦争する国へと解釈で改憲するという状況にありました。自衛隊が自国に攻めて来



  

 

なくても他国で戦争が起きている時に、後方支援として戦場に赴くという内容です。戦

争に参加するということに対して、私は絶対反対でした。というのは、１９４５年終戦

の年、私は４歳でした。生まれ育ちは函館港でした。あの戦争で満州やロシアからの引

揚者が函館の港に大変この貧しい感じで引揚者がどんどん入ってきましたし、函館の街

は浮浪児と米軍のＭＰなど米軍が闊歩するそういう状況を見てきました。国民は大変貧

しい思いをしました。私は小さいながらも二度と再び日本が戦争に参加することがない

ようにということを心に決めました。それも小学校６年生辺りに日本の日本国憲法のお

話しという副読本がありまして、平和主義、戦争放棄、基本的人権の尊重と素晴らしい

憲法が日本に確立されて、これから明るい日本が来るんだと、そういう素晴らしい憲法

が出てきたことにとても感動を覚えながら学んだものでした。それが学校の教師になり、

仕事をしていく中で、自分の言いたいことは言っていくという言論の自由が本当に認め

られそういう世界が、日本の中にあるんだとこういう状況を今後とも作って行きたいと

思っていた訳であります。 

しかし、特定秘密保護法の中では、先程弁護士会の方から出されていましたように、

目、耳、口を閉ざすような、ろくにものも話せないような社会がやってくる、このよう

なことで戦争への地ならしといいますか、先ず言論を止めさせて、戦前社会主義者と言

われる人たちが戦争に反対するということを述べた者たちが、引っ張られていって牢獄

に全部入れられるという中で戦争が始まった訳であります。このような状況が再び日本

に訪れることの無い様に、この法案が決定された訳でありますけれども、施行期間まで

１年間あります。１２月７日で１年間なのでありますけれども、それまでに多くの町民

や国民の声で、この法案が施行出来ないような状況になることを願いながら、今議会で

この請願が可決されるよう皆さんのご協力を、よろしくお願いしたいと思います。 

以上で趣旨説明を終わります。 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

本件は、会議規則第９２条第２項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いま

す。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本件は、委員会の付託を省略することに決定しました。 



  

 

これから、質疑を行います。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、請願第１号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

お諮りします。 

請願第１号を採択することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（波岡玄智君） 起立少数です。 

したがって、請願第１号は不採択とすることに決定しました。 

 

◎閉会宣告 

 

○議長(波岡玄智君) お諮りします。 

本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 

したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 

これをもって、平成２６年第２回浜中町議会定例会を閉会します。 

御苦労さまでした。 

（閉会 午後 ３時 ７分） 
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